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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名　

　・身体障害者福祉法に基づく医師の指定� 障 害 福 祉 課

　・生産物の販売に係る収入金の収納事務委託� 農 業 経 営 課

　・道路の供用開始� 道 路 維 持 課

◎　公　告

　・県営土地改良事業の工事の完了� 農 村 整 備 課

　・換地計画の決定� 〃

　・測量の終了� 建 設 企 画 課

　・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定しようとする範囲の縦覧� 砂 防 課

　・公開による意見の聴取の実施� 建 築 課

　・落札者等� 物 品 管 理 室

◎　長崎県病院企業団告示

　・長崎県病院企業団議会定例会の招集� 長崎県病院企業団

長崎県告示第585号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する医師を次のとおり指定した。

　　令和７年12月９日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

番
号 医師氏名 診療科目 医療機関名 所　　在　　地 指定年月日

１ 長澤　佳郎 内科 長沢医院 西彼杵郡長与町嬉里郷715番地 令和７年12月１日

２ 重田　幸一 整形外科 長崎県壱岐病院 壱岐市郷ノ浦町東触1626番地 令和７年12月１日

３ 百武　紘司 整形外科 長崎県壱岐病院 壱岐市郷ノ浦町東触1626番地 令和７年12月１日

４ 髙原　靖 内科 高原内科循環器科医院 諫早市小船越町1144-８ 令和７年12月１日

５ 藤野　亮太 消化器内科 長崎県五島中央病院 五島市吉久木町205番地 令和７年12月１日

６ 姉川　朋行 内科 医療法人祐里会　姉川病院 諫早市小野島町2378-２ 令和７年12月１日

　　　　目　　　　　次

　　　　告　　　　　示
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７ 三潴　正秀 小児科 長崎県五島中央病院 五島市吉久木町205番地 令和７年12月１日

８ 阿部　修平 産婦人科 長崎県五島中央病院 五島市吉久木町205番地 令和７年12月１日

長崎県告示第586号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定

し、公金の収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。

　　令和７年12月９日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　受託者の住所及び名称

　　諫早市飯盛町佐田870-１

　　農事組合法人　フレッシュ251　代表理事　道原　悟

２　委託した事務

　　長崎県立農業大学校において生産された、３に掲げる生産物の販売に係る収入金の収納事務

３　生産物の種類

　　野菜、果実

４　指定公金事務取扱者の指定日

　　令和７年10月23日

５　公金収納事務の委託日

　　令和７年11月１日

６　委託期間

　　令和７年11月１日から令和８年３月31日まで

長崎県告示第587号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び壱岐振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和７年12月９日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般県道

初瀬印通寺線

壱岐市郷ノ浦町初山東触字𨕫ノ元1478番１地先から

壱岐市郷ノ浦町若松触字黒浜1813番１地先まで
令和７年12月９日

　　　県営土地改良事業の工事の完了（公告）

　次の県営土地改良事業は、工事を完了した。

　　令和７年12月９日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

地区名 事業の名称 工事着手時期 工事完了時期

松浦２期 農村地域防災減災事業（ため池整備事業） 令和２年５月11日 令和６年10月11日

　　　　公　　　　　告
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　　　換地計画の決定（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営水利施設等保全高度化事業 畑地

帯総合整備事業（畑地帯総合整備中山間地域型）愛津原地区につき換地計画を定めたので、同条第４項において

準用する同法第87条第５項の規定により公告し、換地計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。

　なお、この計画については、同法第89条の２第４項で準用する同法第87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満

了の日の翌日から起算して15日以内に長崎県知事に審査請求をすることができる。

　また、この計画については、上記審査請求のほか、この計画が定められたことを知った日の翌日から起算して

６か月以内（上記審査請求をした場合は、この審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内）に、長崎県（知事が被告の代表者となる。）を被告として、この計画の取消しの訴えを提起する

ことができる。

　　令和７年12月９日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　縦覧に供すべき書類の名称

　　県営水利施設等保全高度化事業 畑地帯総合整備事業（畑地帯総合整備中山間地域型）愛津原地区

　　換地計画書

２　縦覧期間

　　令和７年12月９日から令和８年１月５日まで

３　縦覧場所

　　平　　日：雲仙市役所農林水産部農漁村整備課

　　土日祝日：雲仙市役所当直室

　　　測量の終了（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第２項の規定により、対馬市長か

ら公共測量（空中写真撮影）を次のとおり終了した旨の通知があった。

　　令和７年12月９日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

公共測量終了の地域及び終了日

地　　　　　域 終　了　日

対馬市（全域） 令和７年11月26日

　　　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定しようとする範囲の縦覧（公告）

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めた施行細則（平成16年長崎県規則第62号。以下「規則」という。）第２条

の規定に基づき、法第７条第１項の土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」という。）及び法第９条第１項の土砂

災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）として指定しようとする範囲の縦覧については、次のとお

りである。

　　令和７年12月９日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　縦覧期間　令和７年12月９日から令和７年12月22日まで（土日祝日を除く勤務時間内）

２　縦覧場所　島原振興局建設部河港課、雲仙市建設部監理課

３　縦覧の対象となる町名と土砂災害の種類

　⑴　雲仙市愛野町、吾妻町、瑞穂町、国見町

　　　急傾斜地の崩壊及び土石流

４　意見書の提出

　⑴�　警戒区域及び特別警戒区域として指定しようとする土地に対して所有権その他の権利を有する者で、指定

しようとする範囲について意見があるときには、縦覧場所に備え置いている意見書用紙（規則様式第１）に

記入のうえ、縦覧期間満了の日までに縦覧場所の意見箱又は下記の提出先に郵送（当日消印有効）により提
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出することができる。

　　�　なお、提出された意見書に氏名若しくは住所の記載がないもの若しくはこれらの記載内容に虚偽があるも

の又は指定しようとする範囲とされる土地の区域以外に関する記述のあるものは無効とする。

　⑵�　前号の意見書を提出できる権利者であって、病気等の都合により代理者による意見書の提出を行う場合

は、代理者の資格及びその理由を示す書面が必要である。

　⑶�　前２号により提出された意見書等で有効なものは、法第７条第３項及び第９条第３項の規定に基づき雲仙

市長に意見聴取を求める際に添付する。

　⑷　提出先

　　　〒855-8501　島原市城内１-1205

　　　島原振興局建設部河港課

　　　公開による意見の聴取の実施（公告）

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第48条第15項の規定により、同条第５項ただし書の規定による許可をす

ることについて、公開による意見の聴取を次のとおり実施する。

　　令和７年12月９日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　意見の聴取の日時　　　　令和７年12月22日（月曜日）　14時00分から

２　意見の聴取の場所　　　　大村市役所 本館２階 大会議室

３　意見の聴取の対象建築物

　⑴　建 築 場 所　　大村市玖島１丁目14-１

　⑵　建築主住所及び氏名　　大村市玖島１丁目25番地

　　　　　　　　　　　　　　大村市長 園田 裕史

　⑶　用 途　　観覧場、倉庫等

　⑷　構 造 及 び 規 模　　鉄骨造平屋

建築面積

（平方メートル）

延べ面積

（平方メートル）

申　請　部　分 542.78 639.51

申請以外の部分 531.56 498.06

合　　　　　計 1,074.34 1,137.57

　　　落札者等（公告）

　落札者等について、次のとおり公告する。

　　令和７年12月９日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　物品名及び数量

　①　７入札第95号　生徒用・指導用端末（特別支援学校・長崎・西海地区）　１式

　②　７入札第96号　生徒用・指導用端末（特別支援学校・県北地区）　　　　１式

　③　７入札第97号　生徒用・指導用端末（特別支援学校・県央地区）　　　　１式

　④　７入札第98号　生徒用・指導用端末（特別支援学校・島原地区）　　　　１式

　⑤　７入札第99号　生徒用・指導用端末（特別支援学校・五島・壱岐地区）　１式

２　契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　長崎県出納局物品管理室

　　〒850-8570　長崎市尾上町３－１　電話095-895-2881

３　調達方法

　　購入

４　契約方法

　　一般競争入札

５　落札決定日
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　　令和７年11月21日

６　落札者

　①　長崎市田中町585－５

　　　扇精光ソリューションズ株式会社

　　　代表取締役　松尾　隆宏

　②　長崎市万才町３－５

　　　富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　長崎支社

　　　長崎支社長　富山　容治

　③　長崎市田中町585－５

　　　扇精光ソリューションズ株式会社

　　　代表取締役　松尾　隆宏

　④　長崎市田中町585－５

　　　扇精光ソリューションズ株式会社

　　　代表取締役　松尾　隆宏

　⑤　長崎市田中町585－５

　　　扇精光ソリューションズ株式会社

　　　代表取締役　松尾　隆宏

７　落札価格（消費税及び地方消費税を含む。）

　①　26,270,310円

　②　26,211,460円

　③　32,218,230円

　④　 7,592,200円

　⑤　 4,657,400円

８　入札公告日

　　令和７年10月10日

９　落札方式

　　最低価格

長崎県病院企業団告示第２号

　長崎県病院企業団議会定例会を令和７年12月24日午後２時00分長崎市に招集する。

　　令和７年12月９日

� 長崎県病院企業団企業長　八橋　弘　

　　　　長崎県病院企業団告示
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